
商店街（飲食店街）の増客・増販プログラム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大増税時代への突入 
中小企業･商店主の経営者･従業員等

の生活に直撃する様々な増税。 
＜ 税 制 ＞ 

①実質一人会社への課税強化 
②定率減税の廃止 
③所得税控除の縮小（配偶者控除等）

④消費税の課税強化など 
＜ 社会保険 ＞ 

①年金保険料の毎年アップ 
②年金の給付水準の引下げ 
③介護保険料の負担年齢の引下げ 

昇給よりも“可処分所得” 
の視点が重要 

昇給額が少ない今日では、同じ給与でも

“可処分所得”を増加させることが大切。

所得税・住民税が課税されない 
食費補助の活用 

≪所得税法基本通達 36-38 の 2（抜粋）≫ 

経営者や従業員に支給する昼食は、下記の２つの要件

を満たしていれば、給与として課税されません。 
①経営者や従業員が昼食代の半分以上を負担。 

②下記の金額が１か月当たり 3,500 円以下。 

「昼食代」－「経営者や従業員が負担している金額」

 
 
 
 

１．商店街を中心にした取組み 

昼時の賑わいを！ 

商店街のまわりには、様々な中小企業があり、 
その経営者や従業員はどこかで必ず昼食を取っています。 
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≪商店街の飲食店等≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 ケーキ 菓子 

酒店 パン 

弁当 中華 

洋食 和食 

 
 
 

商店街だから 
できる昼食の 
ローテーション

 
 
 
 

＊回数の制限は 
ありません。 

＊弁当持参者に 
対する飲み物 
やデザートも 
ＯＫです。 

＊商店街の従業員 
も利用可能。 

 
 
 
 
 
 
 

中小企業  



２．飲食店以外のメリット 

アフター５の利用も！ 

中小企業やその従業員は、年間行事等として様々なことを行っています。 
 

忘年会・新年会 歓迎会・送別会 お歳暮・お中元  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．さらなる取組み 
理容店・美容院に対しても、福利厚生の一環として会社と契約し、 
役員・従業員に割引理髪券（例：割引後の利用金額 1,500 円／月） 
を支給する場合も、2,500 円の割引相当額を会社が支払うことで、 
“給与”として課税しないことも可能です。 

 
 
 
 
 

 契約               利用金額の支払 
 補助金額の支払 
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バレンタインデー 
ホワイトデー

エステ・鍼灸 
マッサージ

１．商店街のまわりの企業やその従業員等を対象に取り囲む

ことも重要。 
その“切り口”として、当プログラムが最適。 

２．商店街組合を脱退した商店等が再加入することが可能。

３．これまでの割引制度や優待などを組み合わせることで、

利用会社側のメリットがさらに強化できる。 

中小企業経営者の声 
ホワイトデー用に 
予算毎の商品案内 
があればお願い 
できるのにな～ 

中小企業 

理容店 
美容院

中小企業の 
役員・従業員 

理容店・美容院 


